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第
三
章

通

第
一
節

通
信
の
発
達

通
信
の

起
こ
り

情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
は
人
間
の
集
団
生
活
に
必
要
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
意
志
を
他
人
に
伝
え
、
持
っ
て
い

る
情
報
を
互
い
に
交
換
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
発
展
し
た
通
信
は
現
代
情
報
社
会
に
お
い
て
、
よ
り
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
わ
が
国
の
通
信
が
国
の
制
度
の
一
つ
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
大
化
二
年
(
六
四
六)

の
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
。
全
国
統
一

を
成
し
と
げ
た
大
和
朝
廷
は
、

中
央
と
地
方
と
の
連
絡
を
図
る
た
め
に
交
通
通

信
の
制
度
を
整
備
確
立
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
り
大
化
二

年
正
月
に
「
畿
内
二
国
司
、
郡
司
、

関
塞
、

防
人
、
駅

馬
、

伝
馬
ヲ
置
ク
」
と
い
う
原
則
を
定
め
全
国
の
各
駅
に
は
定
め
ら

れ
た
人
数
の

人
足
と
馬
と
が
配
備
さ
れ
た
。
中
央
官
庁
の
命
令
を
持
っ
た
使
者
は
沿

道
の
駅
ご
と
に
馬
を
乗
り
継
い
で
目
的
地
に
向
か
い
、

地
方
か
ら

の
情
報
は
、
こ
の
伝
馬
を
使
っ
て
都
に
集
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
隣
国
唐
の
駅
逓
制
度
を
参
考
に
し
て
わ
が
国
で
実
施
し
、
一
応
円
滑

に
運
用
さ
れ
た
こ
の
伝
馬
制
度
も
平
安
時
代
に
入
る
と
駅
や
駅
馬
を
維
持
管
理
す
る
経
済
的
な
問
題
や
律
令
制
の
衰
微
に
と
も
な
う
運
用

の
不
完
全
化
等
の
た
め
に
次
第
に
崩
壊
し
自
然
消
滅
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
時
を
経
て
、
源
頼
朝
が
鎌
倉
幕
府
を
開
く
と
京
と

鎌
倉
、
地
方
と
鎌
倉
と
い
う
連
絡
が
必
要
と
な
り
今
日
も
鎌
倉
街
道
と
呼
ば
れ
る
道
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
鎌
倉
幕
府
を
中
心

と
し
た

情
報
網
が
で
き

上
が
る
。

戦
国
時
代
に
入
る
と
各
地
の
大
名
は
自
領
内
に
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
伝
馬
制
度
を
し
き
情
報
収
集
に
力
を
入
れ
た
。
特
に
交
通
路
の
大
部

分
を
陸
路
に
依
存
す
る
東
国
の
武
将
北
条
・
今
川
・
武
田
の
通
信
制
度
は
特
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
武
田
家
の
伝
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馬
制
度
に
つ
い
て

は
、
天
文
九
年
(
一
五
四
〇
)
八

月、
信
虎
が
信
州
佐
久
郡
海
ノ
ロ
の
問
屋
に
あ
て
た
伝
馬
印
判
状
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
に
は
甲
斐
武
田
領
の
伝
馬
制
度
は
確
立
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

か
が
り
び

馬
に
よ
る
通
信
手
段
の
ほ
か
、
こ
の
時
代
の
通
信
施
設
に
つ
い
て
は
「
飛
脚
篝
火
」
と
呼
ば
れ
る
「
の
ろ
し
通
信
」
に
使
わ
れ
た
烽
火

台
の
遺
跡
が
山
梨
県
下
各
地
に
残
さ
れ
て
い
る
。

武
田
家
の
非
常
用
通
信
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
「
飛
脚
篝
火
」

は
、

甲
府
の
つ
つ
じ
が

や
か
た

崎
の
武
田
館
を
中
心
と
し
て
四
方
の
見
通
し
の
き
く
山
々
に
の
ろ
し
台
を
設
け
、

定
め
ら
れ
た
種
類
の
の
ろ
し
を
あ
げ
て
交
信
を
行
い

情
報
を
伝
達
し
た
。

昼
間
あ
げ
る
も
の
を
「
の
ろ
し

」、
夜
間
の
も
の
を
「
か
が
り
火
」
と
呼
び
わ
け
た
と
言
わ
れ
る
。

甲
斐
と
駿
河
と

の
国
境
か
ら
は
、
本
栖
湖
畔
の
城
山
、
阿
難
坂
岩
、
中
道
町
右
左
口
の
城
山
、
同
じ
く
上
曽
根
に
あ
る
勝
山
城
と
継
い
で
甲
府
武
田
館
に

到
達

す
る

。

こ
の
よ
う
に
古
代
か
ら
一
応
完
備
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
通
信
制
度
は
、
す
べ
て
公
用
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
一
般
の
民
衆
に
は
縁
の

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
用
事
の
あ
る
と
き
に
は
自
分
が
出
掛
け
る
か
、
た
ま
た
ま
同
じ
と
こ
ろ
に
用
事
が
あ
っ
て
出
掛
け
る
人
に
書
状
を

持
っ
て
い
っ
て
も
ら
う
か
(
こ
れ
を
幸
便
と
い
っ
て
い
る
)、
ま
た
は
自
分
の
使
用
人
を
使
っ
て
手
紙
を
届
け
る
か
し
か
方
法
が
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
民
間
人
の
た
め
に
通
信
手
段
が
で
き
る
の
は
徳
川
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
料
金
を
と
っ
て
手
紙
や
荷
物
を
目
的
地
の

人
に
届
け
る
町
飛
脚
は
、

元
和
元
年
(
一
六
一
五
)
以
来
、
大
坂
城
定
番
士
が
家
士
を
飛
脚
と
し
て
書
状
や
荷
物
を
江
戸
に
送
り
、

家
族

と
の
交
流
を
は
か
っ
て
い
る
の
に
着
目
し
た
大
阪
商
人
が
寛
永
十
六
年
(
一
六
三
九
)
に
若
干
の
納
金
を
出
し
て
大
坂
定
番
士
の
名

前
を

言
お
さ
だ
め

借
用
し
、
東
海
道
の
駅
々
を
安
い
御
定

賃
銭
で
も
っ
て
人
馬
を
使
用
し
自
分
ら
の
書
状
や
荷
物
を
運
ん
だ
の
が
は
じ
ま
り
だ
と
言
わ
れ

通
て
い
る

。

寛
文
三
年
(
一
六
六
三
)
に
な
る
と
京
都
、
大
阪
の
同
業
者
が
大
阪
城
番
の
保
護
を
は
な
れ、

公
認
の
定
飛
脚
問
屋
と
な
り
、
以
来
明

治
維
新
に
至
る
ま
で
の
お
よ
そ
二
百
年
間
、
近
世
の
経
済
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
と
な
る
。
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甲
斐
の
府
中
と
言
わ
れ
る
甲
府
に
は
寛
永
末
ご
ろ
か
ら
飛
脚
屋
が
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
小
荷
物
の
運
送
を
主
と
し
た
荷

問
屋
で
併
せ
て
書
状
の
配
達
を
も
請
負
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
元
禄
七
年
(
一
六
九
四
)
に
堺
屋
吉
兵
衛
、
飛
角
屋
徳
左
衛
門
が

江
戸
ま
で
の
三
度
飛
脚
を
開
業
し
て
い
る
。
三
度
飛
脚
と
は
毎
月
三
回
定
め
た
日
に
飛
脚
便
を
差
し
立
て
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
生
ま

れ
、
ま
た
そ
の
宰
領
が
用
い
た
笠
と
言
う
こ
と
か
ら
三
度
笠
の
名
称
が
残
っ
て
い
る
。
享
保
二
年
(
一
七
一
七

)に
な
る
と
柏
屋
藤
兵
衛
、

小
松
屋
善
兵
衛
の
二
名
が
甲
州
一
円
を
そ
の
営
業
範
囲
と
し
た
と
い
わ
れ
る
が
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
天
保
年
間
に
な
る
と
江
戸
定

飛
脚
問
屋
の
一
軒
で
あ
る
京
屋
が
甲
州
一
円
を
そ
の
営
業
範
囲
と
し
、
つ
い
に
は
京
屋
は
甲
州
で
独
占
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な

る
。
京
屋
は
甲
府
の
山
田
町
(
現
甲
府
市
中
央
二
丁
目
)
に
店
舗
を
か
ま
え
、

諸
国
宛
の
書
状
や
小
荷
物
の
差
し
立
て
を
行
う
と
と
も
に
京

都
に
は
生
糸
の
荷
物
(
登
せ

糸)
を
運
ん
で
い
る
。
こ
の
京
屋
は
郡
内
の
吉
田
に
出
店
を
持
ち
、

郡
内
地
方
の
生
糸
を
一
括
し
て

京
に
送

り
出
し
て
い
る
の
で
、
こ

れ
と
と
も
に
書
状
の
配
達
も
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
定
飛
脚
問
屋
の
下
に
は
町
飛
脚
と
呼
ば
れ
る
近
隣

の
村
々
を
結
ぶ
下
請
業
者
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
町
飛
脚
に
つ
い
て
も
詳
細
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
飛
脚
屋
の
営
業
網
が
全
国
に
広
げ
ら
れ
た
と
は
言
え
、

そ
れ
は
主
要
街
道
沿
い
の
市
街
地
が
主
で
農
山
村
へ
の
手
紙
の
送

達
は
依
然
と
し
て
不
便
な
も
の
が
あ
っ
た
し
、
飛
脚
の
料
金
も
高
額
で
あ
っ
た
た
め
に
飛
脚
を
利
用
出
来
る
の
は
武
士
、

町
人
、
豪
農
の

う
ち
の
特
定
の
人
々
に
限
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
他
代
官
所
か
ら
の
通
知
で
あ
る
御
用
状
や
、

村
と
村
と
の
連
絡
文
書
等
は
専
門
の
飛
脚
屋
の
手
を
経
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、

主
に

「
村
継
ぎ
」
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
目
的
地
に
送
ら
れ
る
。
こ
の
村
継
ぎ
は
代
官
所
や
名
主
宅
で
の
下
働
き
の
人
た
ち
の
手
に
よ
り
村
々
を

順
達
し
て
い
く
も
の
で
、
こ
れ
を
「
あ
り
き
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
「
あ
る
き
」
の
な
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

郵
便
の
は
じ
ま
り

明
治
維
新
を
迎
え
、
そ
れ
ま
で
飛
脚
業
者
の
専
業
と
な
っ
て
い
た
信
書
の
逓
送
を
先
進
諸
外
国
と
同
じ
よ
う
に
国
家
事
業
と
し
て
国
民
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こ
ん
の
か
み

ひ
そ
か

が
広
く
利
用
で
き
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
の
が
明
治
新
政
府
の
駅
逓
権
正
と
な
っ
た
前
島
密
で
あ
る
。
明
治
三
年
(
一
八
七
〇
)
に

運
輸
通
信
関
係
の
政
府
最
高
責
任
者
で
あ
る
駅
逓
権
正
に
就
任
し
た
前
島
は
、

新
式
郵
便
実
施
の
計
画
を
作
成
し
太
政
官
に
提
出
し
た

が
、

そ
の
実
施
直
前
に
租
税
権
正
に
転
任
し
英
国
へ
出
張
す
る
こ
と
と
な
り
、

そ
の
後
任
と
し
て
駅
逓
権
正
と
な
っ
た
の
が
甲
府
出
身
の

ゆ
ず
る

杉
浦
譲
で

あ
る
。

杉
浦
は
天
保
六
年
(
一
八
三
八
)
九
月
、
甲
府
二
十
人
町
(
現
甲
府
市
相
生
一
丁
目
)
に
生
ま
れ
、
甲
府
徽
典
館
教
授
方
手
伝
見
習
、
甲

府
町
方
御
用
掛
を
勤
め
て
江
戸
に
出
仕
、
外
国
奉
行
支
配
組
頭
と
な
っ
た
と
き
に
明
治
維
新
と
な
り
徳
川
家
第
十
六
代
家
達
に
随
っ
て
静

岡
に
移
住
し
た
。
新
政
府
の
命
に
よ
り
民
部
省
に
勤
め
る
こ
と
と
な
り
前
島
が
出
張
の
あ
と
新
式
郵
便
実
施
の
最
高
責
任
者
と
し
て
郵
便

切
手
の
発
行
や
郵
便
取
扱
役
(
郵
便
局

長)
の
任
命
等
新
式
郵
便
創
始
の
準
備
を
行
う
が
、

杉
浦
は
幕
臣
時
代
に
二
度
に
わ
た
り
フ
ラ
ン

ス
へ
出
張
し
て
い
る
の
で
こ
の
時
の
知
識
が
大
い
に

役
立
つ
て
い
る
。

杉
浦
は
さ
ら
に
駅
逓
正
に
昇
任
さ
れ
る
が
、
郵
便
事
業
発
足
の
四
カ
月
後
に
大
蔵
省
に
転
出
、
の
ち
内
務
省
地
理
局
長
在
職
中
の
明
治

十
年
(
一
八
七

七)
に
四
十
一
歳
の
若
さ
で
死
去
し
た
。

明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
三
月
一
日
、

東
海
道
沿
い
に
東
京
‒―
大
阪
間
に
政
府
に
よ
る
新
式
郵
便
が
は
じ
め
ら
れ
た
。

(
三
月
一
日
は
新

暦
で
四
月
二
十
日
に
あ
た
り
、
そ
し
て
こ
の
日
は
郵
政
記
念
日
と
な
っ
て
い
る

。
)
明
治
四
年
の
七
月
に
は
横
浜
に
郵
便
役
所
が
開
設
さ
れ
る
に
さ

い
し
横
浜
―
甲
府
間
に
別
仕
達
郵
便
(
郵
便
が
出
さ
れ
る
と
特
別
に
脚
夫
を
仕
立
て
て
宛
先
地
に
送
る
)
の
取
り
扱
い
が
始
め
ら
れ
た
。
こ
れ

が
甲
州
に
新
式
郵
便
が
出
現
す
る
最
初
で
あ
る
。

こ
の
郵
便
路
線
は
、
八
王
子
を
経
て
甲
州
道
中
を
甲
府
へ
至
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
郵
便
は
横
浜
か
ら
甲
府
へ
手
紙
を
配
達
す

る
こ
と
は
出
来
た
が
、
甲
府
か
ら
横
浜
へ
郵
便
を
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
不
便
な
も
の
で
こ
の
よ
う
な
と
き
は
従
来
の
飛
脚
屋
を
利
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
甲
府
に
郵
便
取
扱
所
が
設
け
ら
れ
る
の
は
そ
れ
か
ら
五
ヵ
月
後
の
明
治
四
年
十
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。
東
京
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―
大
阪
間
の
郵
便
線
は
長
崎
ま
で
延
ば
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
そ
れ
と
と
も
に
東
海
道
沿
い
の
各
地
か
ら
近
隣
の
街
々
へ
郵
便
の
取
り
扱
い

が
開
始
さ
れ
た
。
東
海
道
吉
原
駅
(
現
静
岡
県
富
士
市
)
か
ら
甲
府
柳
町
(
こ
こ
に
甲
府
の
宿
駅
が
あ
っ
た
)
ま
で
の
間
に
郵
便
枝
道

(
支
線
)

が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

甲
府
柳
町
駅
で
代
々
問
屋
役
を
勤
め
た
加
藤
源
六
郎
が
郵
便
取
扱
人
に
任
命
さ
れ
た
。

郵
便
取
扱
所
(
現

郵
便
局
)
は
柳
町
問
屋
の
あ
っ
た
柳
町
二
十
二
番
地
に
設
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
明
治
四
年
十
二

月
七
日
付
で
山
梨
県
庁
よ
り
県
下
各
村
々
に
次
の
よ
う
な
達
し
が
出
さ
れ
て
い
る
。

今
般
東
京
ヨ
リ
東
海
道
筋
長
崎
筋
迄
郵
便
開
被
仰
出
候

右
東
海
道

切
手
同
人
方

二
而
売
下
候
筈
候
条
東
京
并
京
大
阪
其
他
同
道
中
筋
近
傍

筋
最
寄
三
十
里
之
場
所
工
枝
道
郵
便
御
開
付
甲
府
柳
町
駅
工
右
取
扱
所

エ
書
状
其
外
差
出
度
候
者
ハ
一
六
前
日
夕
前
七
時
迄
ニ
柳
町
取
扱
所
郵

ラ
設
ケ
東
海
道
吉
原
駅
エ
便
達
之
積
当
月
十
六
日
ヲ
初
ト
シ
テ
月
々
一

便
書
状
箱
工
可
差
入

右
者
海
内
一
般
御
開
二
相
成
候
趣
意
而
至
理
之

六
之
日
ヲ
発
途
二
取
極
右
柳
町
加
藤
源
六
郎

二
取
扱
申
付

郵
便
賃
銭

儀
二
付
聊
無
懸
念
(
以
下

略)

こ
の
布
達
に
よ
る
と
「
甲
府
ヨ
リ
東
海
道
吉
原
駅
通
東
京
迄
凡
五
拾
六
里

宛、
横
浜
迄
凡
四
拾
九
里

宛、
西
京
迄
凡
百
拾
六
里
宛
」
と

な
っ
て
お
り
、
当
時
は
信
書
一
通
二
匁
(
七
・
五
グ
ラ
ム
)
ま
で
ご
と
に
二
十
五
里
以
内
百
文
、
五
十
里
以
内
二
百
文
、
百
里
以
内
三
百

文
、
二
百
里
以
上
五
百
文
と
重
さ
と
距
離
に
よ
っ
て
料
金
が
異
な
っ
て
い
た
が
、

甲
府 ‒―

東
京
間
二
匁
ま
で
の
書
状
一
通
の
料
金
は
銭
三

百
文
、

横
浜
は
二
百
文
、

京
都
に
は
四
百
文
の
料
金
と
な
る
。

ま
た
、
こ
の
吉
原‒ ‒

甲
府
間
の
郵
便
は
ど
こ
を
通
っ
て
運
ば
れ
た
の
で
あ
る
か
、

布
達
に
は
吉
原
と
甲
府
の
地
名
の
み
の
表
示
で
あ
る

た
め
明
ら
か
で
は
な
い
。
明
治
初
年
の
山
梨
県
下
の
道
路
の
う
ち
東
海
道
と
結
ば
れ
て
い
る
の
は
御
坂
・
籠
坂
を
越
え
る
御
坂
路
、

上
芦

川
と
大
石
を
経
て
本
村
を
通
り
富
士
山
西
麓
を
通
っ
て
吉
原
に
至
る
若
彦

路、
右
左
口
を
通
っ
て
本
栖
を
経
て
根
原
へ
通
ず
る
中
道
往
還

と
富
士
川
沿
い
に
駿
州
に
達
す
る
河
内
路
の
四
本
が
あ
る
が
、
甲
府 ‒―

吉
原
と
な
る
と
若
彦

一路
か
中
道
往
還
の
二
本
と
な
り
、
さ
ら
に
距

離
、

道
路
状
況
等
を
勘
案
す
る
と
右
左
口
、
古
関
、

精
進、

本
栖
と
一
応
宿
場
の
設
け
ら
れ
て
い
た
中
道
往
還
が
県
下
初
の
郵
便
線
路
と
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し
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

翌
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
七
月
に
は
政
府
は
全
国
各
県
庁
所
在
地
と
東
京と

の
間
に
郵
便
を
開
始
し
県
下
に
は
甲
州
道
中
沿
い
に
上

野
原
、
鳥
沢
、
初
狩
、
勝
沼
、
石
和
と
谷
村
お
よ
び
市
川
大
門
に
そ
れ
ぞ
れ
郵
便
取
扱
所
が
設
置
さ
れ
た
。

甲
府
郵 「
便
取

切 扱
所
は
甲
府
郵

便
役
所
に
昇
格
す
る
。
こ
の
年
五
月
に
は
民
間
の
信
書
逓
送
は
禁
止
さ
れ
て
郵
便
事
業
は
政
府
の
専
掌
と
な
り
、
従
来
の
飛
脚
屋
は
手
紙

を
除
い
た
小
荷
物
運
送
を
専
門
業
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

同
年
十
二

月
に
は
飛
脚
問
屋
仲
間
に
よ
る
陸
運
元
会
社
が
設
立
さ
れ

た
。

同
社
は
各
地
の
宿
駅
問
屋
の
人
等
に
も
参
加
を
求
め
明
治
八
年
(
一
八
七
五
)
に
内
国
通
運
会
社
と
な
り
、
こ
れ
が
現
在
の
日
本
通
運
株

式
会
社
の
前
身
と
な
っ
て
い
る
。

明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
六
月
に
は
甲
州
道
中
韮
崎
、
台

ヶ
原
の
両
駅
に
郵
便
取
扱
所
を
設
け
、
翌
七
年
(
一
八
七
四
)
五
月
に
は
富
士

川
沿
い
に
東
海
道
奥
津
迄
の
間
に
鰍
沢
、

八
日
市
場
(
現
中
富

町
)、

相
又
(
現
身
延

町
)、

南
部
、

万
沢
(
現
富
沢

町)
の
五
取
扱
所
が
設

置
さ
れ
る
。
同
年
七
月
一
日
に
は
山
梨
県
下
各
地
三
十
七

ヵ
所
に
郵
便
取
扱
所
が
新
設
さ
れ
、
合
計
数
は
甲
府
郵
便
役
所
を
は
じ
め
五
十

一
の
取
扱
所
を
か
ぞ
え
る
こ
と
と
な
る
。

鳴
沢
村
の
郵
便
事
情

明
治
七
年
(
一
八
七
四
)
七
月
に
県
下
各
地
に
郵
便
取
扱
所
が
設
置
さ
れ
新
式
郵
便
は
一
般
民
衆
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、

本

村
に
は
郵
便
取
扱
所
は
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
村
民
は
郵
便
を
出
す
に
は
郵

趣便
取
扱
所

の
あ
っ
た
川
口
か
吉
田
へ
出
掛
け
て
差
し
出
し
、
ま
た
本
村
あ
て
の
郵
便
物
は
川
口
の
取
扱
所
か
ら
郵
便
配
達
人
に
よ
り
届
け
ら
れ
た
の

通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
別
仕
立
便
と
な
る
の
で
別
仕
立
料
金
を
徴
収
さ
れ
た
。

こ
の
明
治
七
年
七
月
の
県
下
各
地
郵
便
取
扱
所
増
設
に
際
し
県
で
は
同
年
六
月
二

十
八
日
付
で
開
設
の
布
達
を
発
し
、

併
せ
て
郵
便
逓

送
に
つ
い
て
の
心
得
も
各
地
郵
便
取
扱
人
(
郵
便
局

長
)
に
通
知
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
石
和
山
中
両
地
於
テ
ハ
双
方
ョ
リ
郵
便
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脚
夫
ラ
仕
出
シ
石
和
ノ
脚
夫
ハ
上
黒
駒
、
山
中
ノ
脚
夫
へ
上
吉
田
川
ロ
ノ
郵
便
発
着
フ
心
得
適
宜
中
央
ノ
地
於
テ
郵
便
物
交
換
帰
駅
可
致

事
」
「
上
黒
駒
於
テ
ハ
石
和
ノ
脚
夫
川
口
上
吉
田
ニ
於
テ
ハ
山
中
ノ
脚
夫
往
復
共
立
寄
候
筈

二
付
郵
便
物
受
渡
可
致
事
」
と
あ
る
の
で
当

時
の
郵
便
は
甲
府
に
集
め
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
各
地
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
甲
府
を
出
た
郵
便
は
石
和
、
黒
駒
と
継
送
さ
れ
御
坂

峠
を
越
え
て
川
口
、
上
吉
田
、
山
中
へ
と
送
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
経
路
で
通
送
さ
れ
た
明
治
初
期
の
本
村
関
係
の
郵
便
物
は
差
し
出

し
、
受
け
取
り
と
も
に
未
発
見
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
取
扱
数
も
非
常
に
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

創
業
当
時
、
明
治
政
府
は
こ
の
新
し
い
郵
便
を
民
衆
に
周
知
し
、
こ
れ
を
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
に
中
央
に
は
駅
逓遞
寮
みを
設
け
、

各
県

の
郵
便
業
務
の
指
導
監
督
は
そ
れ
ぞ
れ
の
県
庁
に
委
ね
る
の
が
良
い
と
の
考
え
か
ら
各
県
機
構
の
中
に
駅
逓
掛
、
郵
便
掛
と
称
す
る
係
を

設
け
て
管
内
の
郵
便
事
業
の
指
導
監
督
を
行
っ
た
が
、
本
県
に
お
い
て
も
庶
務
課
の
中
に
郵
便
掛
を
設
け
て
事
務
処
理
を
行
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
明
治
七
年
七
月
の
山
梨
県
下
各
地
に
郵
便
取
扱
所
を
設
置
す
る
に
も
、
そ
の
設
置
場
所
や
取
扱
人
の
選
定
は
県
庁
の
郵
便
掛

で
調
査
の
う
え
中
央
の
駅
逓
寮
に
具
申
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
県
の
場
合
は
関
係
諸
書
類
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
詳
し
い
こ
と
は
不

明
で
あ
る
が
、
川
ロ
郵
便
取
扱
所
の
初
代
取
扱
人
は
中
村
織
江
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。

明
治
八
年
一月

一
日
か
ら
全
国
の
郵
便
役
所
(
本
県
で
は
甲
府
の
み

)、
郵
便
取
扱
所
は
名
称
を
す
べ
て
「
郵
便
局
」
と
統
一
改
称
す
る

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
現
在
の
郵
便
局
と
言
う
呼
称
が
生
ま
れ
、
「
局
に
行
く
」
と
言
え
ば
郵
便
局
に
行
く
の
を
意
味
す
る
ほ
ど
普

及
し
て
い
る
。

明
治
十
三
年
(
一
八
八
〇
)
六
月
一
日
に
は
船
津
郵
便
局
の
前
身
で
あ
る
大
富
郵
便
局
が
開
局
さ
れ
、

初
代
局
長
に
は
井
出
彦
四
郎
が

就
任
す
る
。

明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
に
公
布
さ
れ
毎
年
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
て
き
た
郵
便
規
則
を
大
幅
に
改
訂
し
た
郵
便
条
例
が
明
治
十
六
年
(
一

八
八
三
)
一
月
よ
り
実
施
さ
れ
、
従
来
書
状
の
基
本
料
金
二
匁
ま
で
二
銭
、
た
だ
し
市
内
郵
便
と
も
言
え
る
同
一
局
地
内
を
相
互
に
発
着
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す
る
も
の
は
半
額
の
一
銭
、
ま
た
郵
便
局
の
な
い
在
所
へ
配
達
す
る
場
合

(
本
村
は
こ
れ
に
該
当
す
る
)
は
別
仕
立
て
と
し
て
追
加
料
金
を

徴
収
す
る
な
ど
の
区
別
が
あ
っ
た
も
の
を
全
国
一
率
の
二
匁
ま
で
二
銭
に
改
め
る
な
ど
今
日
の
郵
便
法
に
近
づ
い
た
郵
便
体
型
が
出
来
上

が
っ
た
。

こ
れ
と
と
も
に
同
年
三
月
に
は
駅
逓
区
編
成
法
が
制
定
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
各
県

庁
の
郵
便
掛
が
担
当
し
て
い
た
郵
便
事
業
の

指
導
監

督
を
駅
逓
局
が
直
接
行
う
こ
と
と
改
め
、
こ
こ
で
郵
便
事
業
は
山
梨
県
庁
の
手
を
は
な
れ
て
完
全
に
政
府
監
督
の
体
制
に
入
る
の
で
あ

f

る
。
山
梨
県
で
は
こ
れ
に
先
立
っ
て
明
治
十
五
年
(
一
八
八
二
)
六
月
に
山
梨
県
令
藤
村
紫
朗
名
を
も
っ
て
県
下
各
郵
便
局
の
集
配
受
け

持
ち
区
域
が
定
め
ら
れ
た
。

告
第
五
六
号

当
管
内
郵
便
局
市
内
外
区
別
及
と
郵
便
投
書
函
設
置
之
箇
所
別
表
之

河
口

口
〇 ○
大
石
〇
長
浜
〇

西
湖

東
八
代

通
相
定
メ
来
ル
七
月
一
日
ヨ
リ
施
行
候
條
此
旨
告
示
候
事

但
本
文
新

置
ニ
係
ル
郵
便
函
ハ
各
村
役
所
前
ニ
設
置
ノ
筈

ニ
候
條
通
常
郵
便
物
ハ

〔
注

]
郵
便
函
= =
郵
便
ポ
ス
ト
の
こ
と

各
自
適
宜
ニ
右
函
へ
投
入
ス
ペ
シ

市
内
・
市
外
=
郵
便
局
の
集
配
方
法
は
、
そ
の
受
持
区
域
の

明
治
十
五
年
六
月
廿
八
日

山
梨
県
令
藤
村
紫
朗

広
狭
に
応
じ
て
い
く
つ
か
の
区
画
を
作
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に

別 表
集
配
人
を
配
置
す
る
が
、
人
口
稠
密
な
地
区
は
郵
便
物
の

山
梨
県
各
郵
便
局
市
内
外
区
別
表

量
も
多
く
な
る
の
で
自
然
取
集
め
や
配
達
の
度
数
も
ふ
え

表
中
〇○

ハ
投
書
函
設
置
セ
シ
町
村
ニ
シ
テ
ム
ヲ
付
セ
シ
ハ
為
換
金

て
く
る
。
こ
れ
を
そ
の
郵
便
局
の
市
内
地
域
、
そ
の
他
の

取
扱
局
ノ
印
ト

ス
地
域
を
郵
便
市
外
と
言
う
。
こ
れ
は
行
政
区
の
市
内
。
市

外
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
る
。

局名
郡

名
市
内
町
村
名

市
外

村
名

別
表
は
本
村
関
係
の
み
を
抜
す
い
す
る
。

大
富

南
都
留

大
富

○
勝
山
〇
大
嵐
〇
鳴
沢
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こ
こ
に
本
村
役
場
前
に
最
初
の
郵
便
ポ
ス
ト
が
設

置
さ
れ
、
役
場
で
郵
便
切
手
を
売
捌
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
こ

れ
で

村
人
は
船
津
や

河
口
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
郵
便
を
出
し
に
行
か
な
く
と
も
村
内
で
あ
る
程
度
の
用
は
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
様
に
な
っ
た
。

明
治
二
十
四
年
(
一
八
九
一
)
大
富
郵
便
局
は
船
津
郵
便
局

(
三
等

局)
と
な
り
、

同
二
十
七
年
か
ら
は
郵
便
為
替
と
郵
便
貯
金
の
取
り

扱
い
が
は
じ
め
ら
れ
る
。
明
治
三
十
五
年
(
一
九
〇
二
)
に
調
査
し
た
山
梨
県
下
各
局
の
郵
便
貯
金
高
を
み
る
と
、
全
五
十
九
局
の
総
預

金
額
は
十
二
万
八
千
余
円
で
、
う
ち
甲
府
郵
便
電
信
局
が
三

万
六
千
六
百
余
円
と

約
三
分
の
一
に
近
い
成
績
を
あ
げ
て
い
る
が
、
船
津
局

は
総

額
二
千
三
十
五
円
余
、
平
均
一
人
当
り
十
円
八
十
八
銭
、
河
口
局
は
総
額
二
四
八
円
余
で
平
均
一
人
当
り
二
円
八
十
五
銭
と
な
っ
て

い
る

。

ま
た
郵
便

局
の
規
模
を
明
治
三

十
五
年
十
月
現
在
の
三

等
局
概
況
一
覧
で
み
る
と
別
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

別
表

東
京
郵
便
電
信
局
区
内
三

等
局
概
況
一
覧

名
局

長
名

事
務

員
数

技
術

員
数

一
遞
送
人
数

集
配
人
数

局
長
手
当

故
入
上
印
紙
一
郵
便上
切
高 手

田
白

須
孝
一

三
・
八
人

三
1
1・

.〇
O
人 K

五
・
一
人

五
・
〇
人

四
円

二
、

四
〇
三
円

四
、
四
六
二
円

津
井
出

延
興

一・

t

七
1

・
七

1 1
一
七
六

九
七
九

口
高

橋
常
虎

一
・
四

1

二
1

1・
.二

1
1

二
・
八

1
1

九
五

四
七
〇

(
印
紙
・
切
手
売
上
高
は
一
ヶ
年
、
他
は
一
ヶ
月
の
金
額
)

大
正
五
年
(
一
九
一
六
)
八
月
二
十
日
に
は
勝
山
村
に
勝
山
郵
便
局
が
開
設
さ
れ
た
が
、
こ
の
勝
山
局
は
無
集
配
局
で
あ
っ
た
た
め
、

鳴
沢
へ
の
郵
便
は
従
来
と

同
様
船
津
局
に
よ
り
配
達
さ
れ
て
い
た
。

逓
信
省
告
示
第
六
百
七
十
六
号

大
正
四
年
勅
令
第
二
百
十
五
号

=
基
ク
請
願
二
依
リ
本
月
二
十
六
日
ョ
リ
左
記
三

等
郵
便
局
ヲ
設
置
ス
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但
シ
郵
便
物
集
配
事
務
ラ
取
扱

ハ
ス

大
正
五
年
八
月
二

十
四
日

逓
信
大
臣

箕
浦
勝
人

名
称

位
置

勝
山
郵
便
局

山
梨
県
南
都
留
郡
勝
山
村
(
船
津
局
集
配
区
内
)

大
正
十
五
年
(
一
九
二

六)
二

月
に
は
勝
山
郵
便
局
は
船
津
局
よ
り
は
な
れ
て
集
配
局
と
な
り
、

鳴
沢
村
は
勝
山
局
の
集
配
区
内
と

な

り
、

現
在
に
至

っ
て

い
る

。

逓
信
省
告
示
第
百
五
十
号

大
正
十
五
年
二

月
一
日

ヨ
リ
左
記
郵
便
局
ニ
郵
便
集
配
事
務
ヲ
開
始
ス

大
正
十
五
年
一
月
二
十
七
日

逓
信
大
臣

安
達
謙
蔵

名
称

位
置

青
柳
郵
便
局

山
梨

県
南
巨
摩
郡
増

穂
町

勝
山
郵
便
局

司
南
都
留
郡
勝
山
村

黒
沢
郵
便
局

司
西
八
代
郡
豊
和
村

鳴
沢
郵
便
局
開
局

本
村
で
郵
便
業
務
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
は
、

昭
和
十
四
年
(
一
九
三

九)
の
こ
と
で
あ
る
。

逓
信
省
告
示
第
三
千
五
百
十
五
号

昭
和
十
四
年
十
二
月
六
日
ョ
リ
左
記
郵
便
取
扱
所
ラ
設
置
ス

昭
和
十
四
年
十
二
月
一
日

逓
信
大
臣

永
井
柳
太
郎
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名
称

位
置

鳴
沢
郵
便
取
扱
所

山
梨
県
南
都
留
郡
鳴
沢
村
(
勝
山
局
郵
便
区
内
)

本
村
に
お
け
る
初
の
郵
便
取
扱
に
つ
い
て
昭
和
十
四
年
十
二

月
一
日
付
の
山
梨
日
日
新
聞
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。

「
鳴
沢
郵
便
局
愈
々
開
設
(
吉
田

発)
既
報

南
都
留
郡
鳴
沢
村
鳴
沢
に
開
設
さ
れ
る
事
と
な
っ
て
い
た
郵
便
事
務
取
扱
所
は
小
林
高
徳

氏
が
局
長
と
な
っ
て
新
局
舎
も
落
成
し
た
の
で
十
二
月
一
日
事
務
を
開
始
す
る
。
」

こ
の
よ
う
に
し
て
本
村
一
、
八
四
五
番
地
に
小
林
高
徳
氏
を
取
扱
所
長
す
る
鳴
沢
郵
便
取
扱
所
が
開
業
す
る
。
局
舎
は
木
造
亜
鉛
葺
二

階
建
三
三
・
三
坪
(
階
下
二
四
、
三
三
、
階
上
九
坪
)
三
月
二
日
に
着
工
し
十
一
月
十
五
日
に
竣
工
し
た
ペ
ン
キ
塗
り
の
板
壁
を
も
っ
た
洋

風
建
築
で
国
道
一
三
九
号
線
に
北
面
し
て
建
っ
て
い
る
。

当
時
、
全
国
の
郵
便
局
は
一
等
、
二
等
、
三
等
と
あ
り
、
さ
ら
に
郵
便
局
の
業
務
を

簡
易
化
し
た
窓
口
機
関
と
し
て
の
郵
便
取
扱
所
が
存
在
し
て
い
た
。
鳴
沢
は
当
初
、
こ

の
郵
便
取
扱
所
と
し
て
開
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
郵
便
取
扱
所
制
度
は
鳴
沢
開

業
の
一
年
後
の
昭
和
十
五
年
十
二
月
に
は
全
国
一
斉
に
廃
止
と
な
り
、

郵
便
取
扱
所
は

す
べ
て
三
等
郵
便
局
に
編
入
さ
れ
る
。
こ
の
時
点
で
鳴
沢
郵
便
取
扱
所
も
鳴
沢
郵
便
局

と
改
称
す
る
。
な
お
全
国

一
、
二
、
三
等
局
は
、
昭
和
十
六
年
(
一
九
四
二 )
二
月
一

日
か
ら

通
信
官
署
制
の
改
正
に
よ
り
一
、
二

等
局
は
普
通
郵
便

局、
三

等
郵
便
局
は
特

定
郵
便
局
と
改
め
ら
れ
、
鳴
沢
郵
便
局
は
無
集
配
特
定
郵
便
局
に
格
付
け
さ
れ
て
現
在

に
至
っ
て
い
る
。

以
下
小
林
高
徳
局
長
時
代
の
変
遷
等
を
同
局
の
概
要
書
に
よ
り
た
ど
っ
て
み
る
。
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(
)
内
は
補
足
説
明

昭
和
十
四
年
十
二
月
六
日
開

所
十
月
十
八
日

逓
信
大
臣

村
田
省
蔵
氏
辞

任
、

寺
島

少
十
五
年
一
月
十
七
日

逓
信
大
臣

永
井
柳
太
郎
氏
辞
任

勝
健
氏
新
任

正
憲
氏
新

任
十
月
廿
日

臨
時
郵
便
取
締
令
実
施
(
戦
事
ま
た
は
事

六
月
二
十
四
日

現
金
関
係
窓
口
事
務
扱
時
間
平
日
午

変
に
際
し
て
の
郵
便
物
の
差
出
禁
止
、
検
閲
等
に
つ
い
て
の
規

后
三

時
、

土
曜
日
正
午
迄
二
改

正
。

定
)

六
月
二
十
九
日

郵
便
貯
金
規
則
一
部
改
正
(
貯
蓄
増

1 1
十
二
月
一
日

月
掛
集
金
貯
金
廃
止
、

積
立
貯
金
実
施

加
・
事
変
関
係
債
券
消
化
の
助
長
を
図
る
た
め
の
改
正
)

十
二
月
八
日

米
英
二
対
シ
宣
戦
詔
勅
渙
発
セ
ラ
ル

七
月
二
十
二

日
逓

信
大
臣

勝
正
慶
氏
辞
任
、

村
田

昭
和
十
七
年
四
月
一
日

郵
便
電
信
電
話
料

金
ノ
改

正、
簡
易
生

省
蔵
氏
新
任

命
保
険
最
高
千
円
二
引
上
実

施、
郵
便
貯
金
最
高
五
千
円
二
引
上

十
一
月
十
六
日

郵
便
規
則
一
部
改
正
本
日
ヨ
リ

実
施

実
施
、
東
京
地
方
逓
信
局
長
高
木
正
通
氏
辞

任 、
鈴
木
恭
一
氏
新

(
年
賀
特
別
郵
便
の
特
別
取
扱
を
停
止
)

任

十
一
月
二
十
七
日

東
京
地
方
逓
信
局
事
務
分
掌
規
定
改

六
月
八
日

貯
金
切
手
第
一
回
売
出
シ

正
(
定
員
数
の
改
訂
等
)

八
月
一
日

簡
易
生
命
保
険
業
務
取
扱
規
程
ノ
改
正

十
二

月
一
日

郵
便
取
扱
所
廃
止
ト
ナ
リ
無
集
配
三
等
局

九
月

東
京
地
方
逓
信
局
長
鈴
木
恭
一

氏
辞

三
改
定

任
、

岡
本
忠
雄
氏
新
任

昭
和
十
六
年
二
月
一
日

通
信
官
署
改
正
三
等
局
八
特
定
局
、
改
称

十
一
月
一
日

東
京
地
方
逓
信
局
廃
止
サ
レ
東
京
逓
信

サ
ル

局
卜
改
称
、

局
長
岡
本
忠
雄
氏

a

m

ク

e

四
月
二
十
一
日

為
替
金
制
限
額
引
上
実
施

昭
和
十
八
年
四
月
一
日

職
員
共
済
組
合
令
改
正
(
組
合
員
の
範
囲

4
七
月
一
日

切
手
貯
金
復
活
、

貯
金
最
高
最
低
額
ノ
引

を
奏
任
官
、

同
待
遇
者
ま
で
拡

張
)

上
実
施
、
最
低
五
十
銭
、

最
高
三
千
円

1 1
十
月
一
日

郵
便
年

金、
簡
易
保
険
令
改

正、
定
期
年

十
月
一
日

定
額
貯
金
ノ
実
施

金
四
ヶ
年
払
設
ケ
ラ
ル
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十
月
八
日

逓
信
大
臣

八
田
嘉
明

大
臣
前
田
米
蔵
氏
辞
任
、
豊
田
貞
次
郎
氏
新
任
(
兼

任)

十
月
二
十
日

国
債
貯
金
開
始

e

四
月
十
一
日

同
運
通
大
臣
小
日
山
直
登
氏
新
任

ク
十
一
月
一
日

為
替
貯
金
規
則
一
部
改
正
、
小
為
替
八

五
月
十
九
日

運
輸
通
信
省
ハ
運
輸
省
ト
ナ
リ
通
信
院

百
円
迄
、
振
替
貯
金
規
則
一
部
改
正
、
逓
信
省
廃

止、
運
輸
通
信

逓通
信
院
卜
改
称
内
閣
二
直
属
、
初
代
総
裁
二
塩
原
時
三
郎
氏
親

省
新
設
、
八
田
嘉
明
氏
大
臣
二
任
セ
ラ
レ
通
信
院
ノ
創
設
ト
共
ニ

任
、

東
京
逓
信
局
長
松
永
忠
男
氏
辞
任
、
大
野
勝
三
氏
新
任

総
裁

ニ
小
松
茂
氏
新
任
、
東
京
逓
信
局
長
岡
本
忠
雄
氏
辞
任
、
松

八
月
十
五
日

戦
争
終
結
詔
書
渙
発

永
忠
男
氏
新
任

八
月
二
十
日
為
替
貯
金
規
則
一
部
改

正、
小
為
替
三
百

昭
和
十
九
年
二
月
十
九
日

運
輸
通
信
大
臣
八
田
嘉
明
氏
辞
任
、

五
円

二
引
上
、

十
一
日
ヨ
リ
実
施

島
慶
太
氏
新
任
、
二
月
二
十
一
日
ヨ
リ
貯
金
券
ノ
取
扱
開
始
サ
ル

九
月
一
日

逓
信
院
総
裁
塩
原
時
三
郎
氏
辞
任
、

松
前

三
月
十
一
日

通
信
院
総
裁
小
松
茂
氏
辞

任、
塩
原
時

重
義
氏
新
任

三
郎
氏
新
任

昭
和
二
十
一
年
二
月
十
七
日

金
融
緊
急
措
置
令
公

布
二
十
五
日
新

四
月
一
日

郵
便
法
改
正
、
第
五
種
ヲ
除
キ
郵
便
料
金

円
ト
ノ
引
換
開
始
サ
ル

全
面
的
二
改
正
サ
ル
、

郵
便
貯
金
利
率
改
正
、

簡
易
保
険
二
千
円

五
月
六
日

郵
便
規
則
一
部
改
正
小
包
郵
便
料
金
ノ

二
引
上

引
上
、
為
替
貯
金
規
則
一
部
改
正
、
料
金
引
上

七
月
廿
一
日

運
輸
通
信
大
臣
五
島
慶
太
氏
辞
任
、

前
七
月
一
日

逓
信
院
ハ
逓
信
省
二
昇
格
、

一
松
定
吉

田
米
蔵
氏
新
任

氏
逓
信
大
臣
二
新
任

逓

.

九
月
十
三

日
東
京

信
局
長
松
永
忠
男
氏
辞
任
、

岡

w

七
月
二
十
五
日

郵
便
法
一
部
改
正
、
郵
便
料
金
ハ

ww

本
忠
雄
氏
新
任

約
三
倍
ト
ナ
ル
、
ハ
ガ
キ
五
十
銭
封
書
一
円
二
十
銭

)

鳴
昭
和
二
十
年
四
月
一
日

郵
便

昭
和
二
十
二

年
三
月
三
十
一
日

電
話
通
話
事
務
開
始

法
、
郵
便
規
則
、

外
国
郵
便

四
月
一
日

郵
便
料
金
全
面
的
二
改
正
、
電
信
電
話

3
0
0

規
則
等
改
正
、

郵
便
物
料
金

為
替
料
金
等
引
上

全
面
的
引
上

五
月
三
日

新
憲
法
実
施

1 1
四
月
七
日

運
通

五
月
二
十
三
日

新
内
閣
成
立
、
逓
信
大
臣
三
木
武
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夫
氏
新
任

十
一
月
一
日

郵
便
料
金
改
正
、
電
信
電
話
料
金
改

九
月
三
日

郵
便
貯
金
利
率
令
一
部
改
正
、
第
一
条

中
二

分
七
厘
六
毛
ト
ナ
ル

十
二
月
一
日

郵
便
貯
金
法
及
郵
団
振
替
貯
金
法

一

以
下
制
度
改
廃
人
事
異
動
等
一
般
的
事
件
ノ
記
録
ハ
之
ヲ
省
略
ス

部
改
正
(
料
金
等
の
改
正
)

ル
昭
和
二
十
七
年
六
月
一
日

郵
便
為
替
貯
金
法
一
部
改
正
(
公
金
取

昭
和
二
十
二
年
十
一
月
二
十
五
日

電
話
交
換
事
務
開
始
、

加
入
者

扱
の
認

可 、
払
込
書
等
の
様
式
改
正
)

十
六
名

九
月
一
日

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
に
基

昭
和
二
十
三
年
八
月
二
十
三
日

局
舎
備
品
の
国
に
よ
る

借
上
げ
契

約
覚
書
調

印
、

電
話
加
入
区
域
設
定
指
令
話
内
一
二
四
九
二
号

き
障
害
年
金
遺
族
年
金
国
庫
債
券
元
利
金
支
払
事
務
開
始

昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日

逓
信
省
廃

庁、
郵
政
省
、

電
気
通
信
省

十
一
月
一
日

郵
政
大
臣
高
瀬
荘
太
郎
氏
新
任

開
庁

十
一
月
十
日

皇
太
子
殿
下
立
太
子
礼

昭
和
二
十
六
年
七
月
三
日

郵
政
大
臣
兼
電
気
通
信
大
臣
佐
藤
栄
作

昭
和
二
十
八
年
二
月
一
日

横
書
式
郵
便
貯
金
通
帳
発
行

氏
新
任

五
月
十
五
日

局
長
退
職

昭
和
二
十
八
年
(
一
九
五
三
)
五
月
十
五
日
、

開
局
以
来
局
長
の
任
に
あ
っ
た
小
林
高
徳
は
退
職
し
、

同
日
付
を
も
っ
て
小
林
穏
が

局

年
度
|
特 郵

便
殊 引

受小
通
包 数

一
切

手
売

上
円 額

一
郵
便

貯
金

実
円 績

保
険
年
件 金

一
一

昭
和
二
十
八

三
一
六

八
三

一
1二

1
1二 1

1、
O

2

一
、
九
〇
〇
、

〇
〇
〇

一
五
三

二
十
九

二
二
〇

七
八

一
〇
九
、
〇
〇

D〇
、
〇
〇
七
、
〇 o
〇 o
〇 o

四
五

三
十

一
六
九

1
0
0

一
一
四
、
O

つ

一
、

九
六
五
、

一
二

一

三
十
一

三
1
1

1二 1
1四 B

一
一
九

一
四
四
、
〇

二
、
四
五
八
、
〇 ○
〇
〇

一
一
四

三 1
1
1十 +
二
1

1
三 1

1〇 0
一 1

一
一
〇

一
三
四
、
O

一
、
二
四
四
、
〇

九
三

三 1
1十
三
1
1
1
三
1
1

川

1三
1〇 0

一
四
六

一
四
八
、
〇

DO
七
七
四
、
〇
〇
〇

七
七

三
十
四

三
六
一

一
五
五

一
六
〇
、
〇

六
、
二
三
五

、
○

六
三

長
心
得
と
な
り
局
務
を
監
督
、
翌
二
十

三
十
五

三
九
一

一
五
七
一
一
七
八
、
〇
〇
〇

五
、
二

五
四
、
〇
〇
〇

六
三

九
年
六
月
二
十
三
日
付
で
同
局
の
局
長
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に
就
任
す
る
。
小
林
は
る
ゑ
現
局
長
は
三
代
目
で
、
昭
和
四
十
七
年
六
月

1
三
十
日
就
任
以
来
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

5
昭
和
二
十
八
年
か
ら

同
三
十
五
年
ま
で
の
同
局
の
業
務
取
扱
数
は
前
頁

の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
六
十
年
代
の
現
在
と
は
比
較
出
来
な
い

数
量
金
額
で
は
あ
る
が
、
一
地
方
の
無
集
配
特
定
局
が
地
元
の
人
た
ち
と
密
接
な
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
着
実
な
歩
み
を
行
っ
て
来
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
昭
和
三

十
四
年
に
は
成
績
優
良
局
と
し
て
郵
政
大
臣
表
彰
、
三
十
五
年
に
は
貯
金
局
長
表
彰
を
受
け
て
い
る
。

現
在、

本
村
に
あ
る
郵
便
切
手
売
捌
所
は

鳴
沢
八
一
九
番
地
、

渡
辺
一
男
氏
方
と
、

大
田
和
三
一
九
八
番

地、
鳴
沢
村
農
協
大
田
和
支

所
の
二

カ
所
で
あ
る
。

郵
便
物
の
上
に
押
す
通
信
日
付
印
の
う
ち
に
名
所
、

名
物
の
図
を
描
い
た
風
景
ス
タ
ン
プ
と
呼
ば
れ
て
い
る
郵
便
印
が
あ
る
。

昭
和
六

年
(
一
九
三

一)
七
月
に
富
士
山
、
日
光
等
の
局
で
使
用
し
た
の
が
最
初
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
第
二
次
大
戦
の
た
め
に
自
然
消
滅
し
、

昭

和
二
十
三
年
(
一
九
四
八
)
復
活
、
全
国
各
地
の
郵
便
局
で
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
鳴
沢
局
で
も
昭
和
六
十
年
八
月
十
五
日
よ
り
熔
岩
樹

型
と
鳴
沢
氷
穴
を
描
き
、
し
ゃ
く
な
げ
の
花
に
富
士
山
の
遠
望
を
配
し
た
図
案
の
風
景
入
り
通
信

•
$

#
*

*
K

日
付
印
を
使
用
し
て
い
る
。

郵
政
省
告
示
第
六
百
九
号

昭
和
二
十
六
年
郵
政
省
告
示
第
百
九
十
二
号
に
よ
る
風
景
入
通
信
日
付
印
を
次
の
よ
う
に
使
用
す

る

r
e。昭

和
六
十
年
八
月
五
日

郵
政
大
臣
佐
藤

恵

使
用
局
及
び
形
式

使
用
開
始
年
月
日

山
梨
県
鳴
沢
郵
便

局
昭
和
六
十
年
八
月
十
五
日
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第
二
節

電
信
・
電
話

電
信

有
線
電
信
は
、
一
八
七
三
年
(
天
保
八)

に
モ
ー
ル
ス
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
、
安
政
元
年
(
一八

五
四
)
、
ペ
ル
リ
来
航
に
よ
り
わ
が
国

に
伝
え
ら
れ
た
が
、

明
治
新
政
府
は
明
治
元
年
(
一
八
六
八
)
十
二
月
に
電
信
架
設
の
決
定
を
し
、
翌
二
年
八
月
に
は
横
浜
裁
判
所
と
横

浜
灯
台
間
に
公
用
線
を
設
け
、

同
年
十
二
月
に
は
東
京 ‒～

横
浜
間
に
国
営
事
業
と
し
て
の
公
衆
電
信
(
電
報)
を
は
じ
め
た
。
そ
の
後
全

国
的
に
電
信
網
の
拡
大
に
力
を
注
ぎ
明
治
十
四
年
に
は
一
応
国
内
の
主
要
電
信
綱
は
完
成
を
み
る
。

こ
の
よ
う
な
う
ち
、

山
梨
県
に
電
信
が
入
っ
て
来
る
の
は
明
治
十
二
年
(
一
八
七

九)
六
月
十
五
日
の
こ
と
で
、

当
時
の
甲
府
常
盤
町

に
甲
府
電
信
分
局
が
設
け
ら
れ
て
、
甲
府
‒―
東
京
間
に
和
欧
文
電
報
の
取
り
扱
い
が
開
始
さ
れ
た
。
翌
十
三
年
(
一
八
八
〇
)
に
は
明
治

天
皇
の
山
梨
県
下
御
巡
幸
に
際
し
、

通
信
の
必
要
性
に
よ
り
、
甲
府
‒ ‒
松
本
―
名
古
屋
の
電
信
線
が
開
通
す
る
。

明
治
二

十
二

年
(
一
八

八
九
)
に
は
甲
府
電
信
分
局
は
甲
府
郵
便
局
と
合
併
し
て
甲
府
郵
便
電
信
局
と
改
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
電
信
(
電
報
)
事
業
も
だ
ん

だ
ん
と
一
般
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
。
富
士
北
麓
地
方
に
こ
の
電
信
事
業
が
入
っ
て
来
る
の
は
明
治
三
十
年
(
一
八
九
七
)
の
こ
と

で
あ
る

。

吉
田
郵
便
局
は
明
治
三
十
年
三

月
六
日
、

吉
田
郵
便
電
信
局
と
な
り
電
信
事
務
を
開
始
す
る
。

明
治
四
十
年
(
一
九
〇
七
)
に
な
る
と

観
光
と
し
て
の
富
士
登
山
が
一
般
に
親
し
ま
れ
は
じ
め
、
そ
の
気
象
通
報
や
登
山
者
安
全
対
策
の
た
め
に
富
士
山
頂
と
吉

田
と
を
結
ぶ

電

信
電
話
の
開
設
の
必
要
性
が
認
め
ら

れ
、

夏
期
登
山
時
の
み
開
局
さ
れ
た
富
士
山
北
郵
便
局
と
吉
田
郵
便
局
(
各
地
の
郵
便
電
信
局
は
明
治

三
十
六
年
十
二
月
に
再
び
郵
便
局
の
名
称
に
戻
る
)
の
間
に
電
信
・
電
話
事
務
が
開
始
さ
れ
た
。
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以
後
、

毎
年
七
月
末
日
ご
ろ
よ
り
九
月
十
日
ご
ろ
ま
で
開
設
さ
れ
続
け
、

第
二
次
大
戦
に
よ
り
昭
和
十
六
年
(
一
九
四
一
)
に
中
断
さ

れ
た
が
戦
後
昭
和
三
十
年
(
一
九
五
五
)
に
再
開
さ
れ
た
。
こ
れ
は
吉
田
電
報
電
話
局
富
士
山
北
臨
時
出
張
所
の
電
信
電
話
特
設
と
い
う

形
を
と
っ
て
い
る

。

明
治
四
十
一
年
六
月
一
日
か
ら
は
船
津
局
に
お
い
て
電
信
事
務
を
取
り
扱
い
開
始
、
昭
和
九
年
(
一
九
三
四)
十
一
月
一
日
、
勝
山
郵
便

局
で
電
信
事
務
を
取
り
扱
い
開
始
、
昭
和
十
一
年
(
一
九
三
六)

一
月
十
八
日
か
ら
は
大
石
、
河
口
の
両
郵
便
局
で
電
信
を
取
り
扱
い
は

じ
め
、
電
信
電
報
も
本
村
民
の
利
用
の
面
か
ら
便
利
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
電
報
を
打
つ
の
も
他
村
に
行
か
ね
ば
な
な
ら
な
い
と
い
う
不

便
さ
が
あ
っ
た
。

本
村
に
お
け
る
電
信
業
務
の
取
扱
が
は
じ
め
ら
れ
た
の
は
鳴
沢
郵
便
局
開
設
後
約
七
年
た
っ
た
昭
和
二

十
二

年
(
一
六
四
七
)
三

月
三

十
一
日
で
あ
る
。

鳴
沢
局
の
電
報
配
達
地
城
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

普
通

配
達

区
域

特
別

配
達

区
域

|
サ
ワ
ラ
山
下
、
奥
八
軒
、
御
庭
、

大
沢
、
中
根
野
、

焼
問
、

軽
水

鳴
沢
村
一
円
(
特
別
配
達
区
域

一
富
士
山
(
一、

二
、
三
、
四
合
目
、

西
浜
村
字
満
留
尾
(
富
士
風
穴
)、

を
除
く
)

二
ツ
山
、
八
軒
、
サ
ワ
ラ
山
、
焼

富
士
崎
、
本
沢

(
根
場
)
、

谷
倉

間
、

片
蓋
、
奥
片

蓋
、

前
片
蓋
、

(
根
場
渡
)

昭
和
二
十
六
年
(
一
九
五
一
)
に
逓
信
省
は
、

郵
政
と
電
気
通
信
の
両
省
に
分
か
れ
、

昭
和
二
十
七
年
八
月
に
は
電
気
通
信

省
は
日
本

電
信
電
話
公
社
へ
業
務
を
移
譲
、

電
信
、

電
話
は
同
公
社
に
よ
っ
て
業
務
を
行
っ
て
い
る
が
、

電
報
配
達
等
の
一
部
業
務
に
つ
い
て

は
、

同
公
社
の
委
を託
を た
受
け
て
そ
の
取
り
扱
い
を
行
っ
て
い
る
。
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現
在
で
は
電
話
の
普
及
に
よ
り
電
報
と
い
え
ば
慶
弔
の
場
合
の
み
の
利
用
で
あ
る
が
、
今
日
の
よ
う
に
手
軽
に
電
話
が
設
置
出
来
る
よ

う
に
な
っ
た
の

は
、

昭
和
三
十
年
代
後
半
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
火
急
な
用
事
で
相
手
先
に
も
電
話
が
な
い
場
合
に
は
電
報
に
よ

る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
村
に
お
い
て
も
こ
れ
は
同
様
で
あ
り
、

鳴
沢
局
に
お
け
る
昭
和
二
十
八
年
(
一
九
五
三
)

か
ら
三

十
五

年
に
至
る
電
報
お
よ
び
電
話
通
話
度
数
(
こ
れ
は
郵
便
局
に
設
け
ら
れ
た
公
衆
電
話
の
通
話
数
)

は
次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。

年
度

電
報
受
付
通
数
電
話
通
話
度
数

年
度

電
報
受
付
通

数
|
電
話
通
話
度
数

年
度

電
報
受
付
通
数
電
話
通
話
度
数

昭
和
二
十
八
年

一四
九
二
〇
、
一
五
〇
円

三
十
一

四
七
五
二
〇
、
二
二
七

三
十
四

三
〇
九

欠

"
二
十
九
ッ

五
〇
〇
二
〇
、
七
六
〇

三
十
二

三
九 R
〇 O
二 1
1二 1

1、
二 1

1〇 0
三 1

1
1

三
十
五

四
二
四
二

八
、
六
八
四

ッ
三
十

四
五
八
二

三、
〇
六
九

三
十
三

欠
欠

電
話

一
八
七
六
年
(
明
治
九
)
に
グ
ラ
ハ
ム
・
ベ
ル
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
電
話
は
、
現
代
生
活
の
中
で
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
必
需
品
と

な
っ
て
、
今
や
手
紙
よ
り
も
簡
便
な
通
信
手
段
と
し
て
一
般
民
衆
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
電
話
は
発
明
の
翌
年
、
明
治
十
年
十
一
月

に
は
早
く
も
商
品
と
し
て
日
本
に
輸
入
さ
れ
、
十
一
年
に
は
東
京
、

横
浜
、
大
阪
の
各
都
で
官
公
庁
用
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

明
治
二
十

二
年
(
一
八
八
九
)
一
月
に
東
京‒ ‒

熱
海
間
で
初
の
市
外
公
衆
電
話
業
務
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

山
梨
に
お
け
る
電
話
は
、

明
治
三
十
八
年
(
一
九
〇
五
)
三

月
一
日
、

甲
府
郵
便
局
窓
口
に
電
話
室
を
設
け
て
公
衆
の
利
用
に
供
し
た

の
が
最
初
で
、
こ
れ
は
電
信
に
比
べ
る
と
そ
の
利
用
は
遅
れ
て
い
る
。
そ
の
後
県
下
各
地
の
郵
便
局
で
電
話
業
務
が
開
始
さ
れ
る
が
、
富

士
北
麓
地
域
に
お
け
る
電
話
の
は
じ
ま
り
は
電
信
業
務
と
同
じ
富
士
山
北
局
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
四
十
年
(
一
九
〇
七
)

七
月
二
十
六
日
よ
り
同
九
月
十
日
迄
の
期
間
富
士
山
八
合
目
に
開
設
さ
れ
る
富
士
山
北
局
と
吉
田
郵
便
局
の

間
に
特
設
電
話
が
開
設
さ
れ

た
。
し
か
し
こ
れ
は
登
山
期
間
の
み
の
特
設
電
話
で
あ
り
、
一
般
生
活
に
利
用
す
る
と
い
う
も
の
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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吉
田
郵
便
局
で
電
話
通
話
業
務
が
は
じ
め
ら
れ
る
の
は
明
治
四
十
三
年
(
一
九

一〇
)
の
こ
と
で
あ
り
、
同
局
で
電
信
事
務
が
は
じ
め

ら
れ
た
の
が
明
治
三
十
年
(
一
八
九
七
)
で
あ
る
の
で
電
話
設
置
は
遅
れ
て
い
る
。
四
十
五
年
に
吉
田
局
で
電
話
の
交
換
事
務
が
開
始
さ

れ
、
〇
番
の
公
衆
電
話
以
下
二
十
二
番
迄
の
加
入
者
が
あ
っ
た
と
い
う
。
(
富
士
五
湖
地
方
の
電
話
の
今
昔

昭
和
五
十
八
年
)

大
正
二
年
(
一
九
一
三
)
一
月
六
日
よ
り
船
津
局
で
電
話
通
話
事
務
開
始
、
さ
ら
に
大
正
十
五
年
六
月
十
一
日
か
ら
船
津
局
で
電
話
交

換
事
務
開
始
、

昭
和
に
な
る
と
六
年
(
一
九
三

一)
六
月
二
十
一
日
に
勝
山
局
で
電
話
通
話
開

始、
九
月
二
十
六
日
か
ら
は
交
換
事
務
を

開
始
し
て
い
る
。
八
年
九
月
二
十
六
日
に
は
大
石
局
と
河
口
局
で
電
話
通
話
と
交
換
業
務
を
開
始
し
た
。
勝
山
局
の
電
信
が
九
年
十
一

月
、
大
石
、
河
口
の
そ
れ
が
昭
和
十
一
年
で
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
電
話
業
務
の
方
が
電
信
に
先
行
し
て
い
る
観
が
あ
る
。

本
村
に
お
け
る
電
話
業
務
の
開
始
は
電
信
と
同
じ
昭
和
二
十
二
年
(
一
九
四
七
)
三
月
三
十
一
日
で
あ
り
鳴
沢
局
の
電
話
加
入
区

域
は

つ
ぎ
の
と
お
り

指
定
さ
れ
た
。

台
普
通
加
入
区
域

鳴
沢
村
字
小
鳴
沢
、

同
水
上
、

同
水
木
草
里
、
同

二
特
別
加
入
区
域

鳴
沢
村
字
ア
ゲ

(
但
し
普
通
加
入
区
域
の

地
を

西
原
、
同
西
原
道
下
、
同
的
場
(
但在
～ し
至
六
四
七
番
地
に
限

除
く
) 、

同
西
前
原
(
右

同
)
、

同
小
暮
(
右

同
)、

同
清

る
)、

同
山
道
、
同
地
蔵
前
、
同
並
木
、
同
西
臼
田
和
、
同
東

水
、
同
宮
前
道

下、
同
山
神
土
、

同
桑
原
、
同
的
場
(
但
し

臼
田
和
、
同
境
野
道
上
、

同
道
下
、

同
飯
塚
、

同
堀
之
内
、

自至
三
〇

一

六五
八
一

番
地
に
限
る

)、
同
水
神
堀
内
、

同
段
和
山
、

同

同
境
野
丸
崎
、

同
砂
細
、

同
蛇
休
場
、

同
荻
之
窪
、

同
境

前
原
、
同
長
塚
、
同
札
木
、

同
犬
子
草

里
、

同
家
上
川

原
、

野
、
同
大
木

原
、

同
大
棟
ノ
木
、

同
藤
和
田
、

同
ア
ゲ
(
但

同
宮
前

三
三
六
〇

一
至
三
三
五
九
番
地
に
限
る
) 、

同
西
前
原
(
但
し
至

に
あ六
七

〔注
】
電
話
制
度
で
普
通
加
入
区
域
と
特
別
加
入
区
域
と
い
う
の

番
地
に
限
る

)、
同
小
暮
(
但
は し
至 館
三
� 四
六
芯 六
番
地
に
限
る
)
、

は
、

電
話
交
換
業
務
を
行
な
っ
て
い
る
郵
便
局
を
中
心
と
し
て

同
小
大

持
、

同
魔
王
、

同
ダ
ッ
ズ
イ
、
同
日
陰
林
、
同
前
丸

一
定
の
距
離
内
の
地
域
を
普
通
、
そ
れ
よ
り
遠
距
離
に
あ
る
地

尾
、
同
猿

額、
同
大
岩

域
を
特
別
と

呼
ぶ
。
使
用
料
金
や
加
入
負
担
金
が
特
別
地
域
の

方
が
高
く
な
る
。
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電
話
交
換
業
務
開
始
時
に
お
け
る
加
入
者
と

電
話
番
号
は
つ
ぎ
の
と

お
り
で
あ
っ
た
。

一
番

鳴
沢

郵
便
局

二
番

渡
辺
富
明

三
番

佐
藤
喜
幸

四
番

鳴
沢
村
農
協

五
番

渡
辺

輝
六

番
渡
辺
源
八

七
番

小
林
高
徳

八
番

渡
辺
熊
恵

九
番

大
田
和
農
協

一
〇
番
小
林
利
隆

一
一
番

小
林
武
頼

一
二
番

渡
辺
喜
明

一
三
番

恩
賜
林
組
合

一
四
番

鳴
沢
村
役
場

一
五
番

鳴
沢
小
学
校

一
六
番

渡
辺
邁
太

当
初
十
六
名
で
発
足
し
た
本
村
の
電
話
も
順
次
加
入
者
が
増
え
、
交
換
式
電
話
か
ら
ダ
イ
ヤ
ル
自
動
式
へ
と
移
行
す
る
前
の
年
で
あ
る

昭
和
四
十
七
年
(
一
九
七
二
)
の
本
村
電
話
加
入
状
況
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
鳴
沢
郵
便
局
区
域
内
、
局
番
〇
五
五
五
七
を
使

用
の
も
の
一
番
か
ら
二
八
五
番
ま
で
(
う
ち
欠
番
一
七
あ
り
)
、
ま
た
甲
乙
番
使
用
の
も
の
十
一
ヶ
所
、
四
桁
の
ダ
イ
ヤ
ル
番
号
使
用
三
カ

所
、

河
口
湖
電
報
電
話
局
区
域
‒
こ

れ
は
新
た
に
開
発
さ
れ
た
富
士
ス
バ

ル
高
原
別
荘
地
関
係
の
も
の
― ‒
四
桁
の
ダ
イ
ヤ
ル
番
号
で
三
十

三
ヵ
所
を
数
え
る
。

昭
和
四
十
八
年
七
月
十
九
日
か
ら
は
ダ
イ
ヤ
ル
自
動
化
に
よ
り
、

昭
和
二

十
二

年
以
来
鳴
沢
局
で
取
り
扱
っ
て
い
た
電
話
交
換
業
務
は

廃
止
さ
れ
た
。

郵
政
省
告
示
第
五
百
九
十
六
号

次
の
と
お
り
郵
便
局
の
電
気
通
信
業
務
を
昭
和
四
十
八
年
七
月
十
九
日
か
ら
廃
止
し
た
。

な
お
廃
止
し
た
業
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
電

報
電
話
局
に
引
き
継
い
だ
。

昭
和
四
十
八
年
七
月
三
十
日

郵
政
大
臣
久
野
忠
治

名
称

位

R

置
廃

止
業
務

引
継
局

上
九
一
色
郵
便
局

郵
便
番
号

四
〇
九
一 ‒
三
七
山
梨
県
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
古
関
上
平

電
話

交
換

河
口
湖

電
報
電
話
局

通
精
進
郵
便
局

郵
便
番
号

四
〇
九
一 ‒
三
七
山
梨
県
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
精
進

同

鳴
沢
郵
便
局

郵
便
番
号
一
四
〇
一

〇
四
山
梨
県
南
都
留
郡
鳴
沢
村

同

こ
の
自
動
化
に
つ
い
て
昭
和
四
十
八
年
七
月
十
五
日
付
の
山
梨
日
日
新
聞
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
「
十
九
日
か
ら
自
動
化
鳴
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沢
、

精
進
、

上
九
一
色
の
電
話
交
換
局

鳴
沢
、

精
進
、
上
九
一
色
電
話
交
換
局
が
完
成
、
十
九
日
午
後
二
時
か
ら
自
動
化
す
る
。

鳴
沢

交
換
局
は
総
工
事
費
一
億
七
千
万
円
、
回
線
の
収
容
能
力
は
千
三
百
台
と
な
っ
て
い
る
。
自
動
化
ス
タ
ー
ト
時
の
加
入
台
数
は
一
般
五
百

四
十
三

台
、
公
衆
電
話
十
三

台
、

精
進
交
換
局
は
総
工
事
費
一
億
円
、

回
線
の
収
容
能
力
は
四
百
台
、

現
在
は
百
八
十
六

台
の
一
般
電
話

と
八
台
の
公
衆
電
話
が
あ
る
。
上
九
一
色
交
換
局
は
総
工
費
が
三
千
七
百
万
円
、

回
線
の
収
容
能
力
は
二

百
台
、
現
在
の
加
入
台
数
は
一

般
百
七
十
二
台
、
公
衆
電
話
四
台
と
な
っ
て
い
る
。
三
交
換
局
と
も
無
人
だ
が
時
報
、
天
気
予
報
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
。
」

ま
た
、
こ
の
ダ
イ
ヤ
ル
化
に
つ
い
て
『
富
士
五
湖
地
方
の
電
話
の
今
昔
』
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

「
鳴
沢
村
の
電
話
が
自
動
化
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
十
八
年
七
月
十
九
日
で
、
プ
レ
ハ
ブ
建
築
の
局
舎
に
C
四
六
〇
型
自
動
交
換
機
が
設

置
さ
れ
て
、
鳴
沢
電
話
交
換
局
が
開
局
し
、
鳴
沢
郵
便
局
に
委
託
さ
れ
て
い
た
電
話
交
換
業
務
は
廃
止
さ
れ
た
。
五
十
二
年
六
月
九
日
、

富
士
桜
別
荘
村
に
富
士
桜
電
話
交
換
局
が
C
二
二
型
の
可
搬
型
自
動
交
換
機
に
よ
っ
て
開
局
し
た
。
河
口
湖
町
の
項
で
述
べ
た
「
別
荘
団

X
地
」
(
註
記
)
と
呼
ば
れ
た
自
営P B

は
四
十
八
年
七
月
、
河
口
湖
局
(
電
話
交
換
局)

収
容
か
ら
鳴
沢
局
(
同
上
)
収
容
に
変
更
さ
れ

て
い
た
が
、
五
十
二
年
六
月
富
士
桜
収
容
と
な
り
、

五
十
四
年
十

月、
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
廃
止
さ
れ
た

。」
「(
注

記) (
前

略)
別
荘

団
地
の
別
名
で
呼
ば
れ
た
。
船
津
局
と
別
荘
間
に
約
十
キ
ロ
の
三
十
対
ケ
ー
ブ
ル
が
架
設
さ
れ
、
船
津
吉
田
間
の
市
外
線
を
通
し
て
吉
田

X
局
に
収
容
さ
れ
た
。
工
事
費
総
額
千
五
百
万
円
余
で
三
十
八
年
十
月
十
七
日
に
自
営 BP

と
し
て
発
足
し
た
。
」

現
在
使
用
中
の
本
村
関
係
の
局
番
は
鳴
沢
、
大
田
和
、
そ
の
他
の
地
域
関
係
を
含
め
て
八
五

番、
富
士
別
荘
地
域
が
八
六
番
の
局
番
を

使
用
し
て
い
る
。

(
林

陽
一
郎
)
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